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1 R4.8.24 R4.9.20 損益計算書 46 1 1

　株式会社は、会社法（平成17年法律第86号）第440条及び会社計算規則（平
成18年法務省令第13号）に基づき、貸借対照表等の公告が義務づけられてい
る。
　また、会社法第939条の規定による公告方法、会社法第２条第６項の規定に
よる大会社の該当の有無及び会社法第２条第５項の規定による公開会社の該
当の有無に応じて、公告義務のある範囲は異なる。
　なお、株式会社が、貸借対照表及び損益計算書を作成する際の項目は、会
社計算規則に定められている。
　そのため、対象となる株式会社のうち非上場企業について、公告義務のな
い範囲に係る記載内容は、法人の内部管理情報であり、公にすることにより
当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるた
め。

財務局経理
部契約第二
課

2 R4.9.12 R4.9.26 令和４年度定期購読図書類の年間登録一覧表 10 1
財務局経理
部総務課

3 R4.9.14 R4.9.27 使用量及び光熱水費（Ｒ３年度) 4 1
財務局建築
保全部庁舎
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情報を開示してしまうことになるためあるかないかを明らかにしない）のうち、該当す

る項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、東京都情報公開条例第７条各号のいずれを根拠として非開示としたのか、該当する項目に「１」を記入しています。

東京都情報公開条例第７条第１号：法令秘情報

第２号：個人情報

第３号：事業活動情報

第４号：犯罪の予防・捜査等情報

第５号：審議・検討又は協議に関する情報

第６号：行政運営情報

第７号：任意提供情報

第８号：特定個人情報

第９号：死者の個人番号

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名又はそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜総枚数＞について

・他の開示決定と一体として決定を行っている場合は総枚数欄が空欄になります。


